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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付部材を、取付孔を有する被取付部材に取り付けるためのクリップであって、
　前記取付部材を取付ける部材取付部と、
　前記被取付部材を押さえるための傘形フランジと、
　前記傘形フランジの中央部から斜め下方外側に延びる一対の腕部と、
　前記一対の腕部の先端部から、上方外側と、下方内側に延びる一対の脚部と、
　前記一対の脚部の上端部に一対の係止段部と、
　前記一対の脚部の下端部を接続する脚連結部とを備え、
　前記脚連結部は、一対の縦部分を有し、前記一対の縦部分の上端部を結合するように構
成されている、ことを特徴とするクリップ
。
【請求項２】
　請求項１に記載のクリップであって、
　更に、前記傘形フランジの中央部から下方に延びる平板状の軸部を備えるクリップ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のクリップであって、
　前記一対の腕部は、中間部に他の部分より太い腕部太部分を有するクリップ。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載のクリップであって、
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　前記部材取付部は、
　頭部と、前記頭部の下方に位置し、前記頭部より小さい外径を有する首部と、
　前記首部の下方に位置し、前記首部より大きい外径を有する取付フランジと、を有する
クリップ。
【請求項５】
　クリップにより取付部材を、取付孔を有する被取付部材に取り付けた取付構造であって
、
　前記クリップは、
　前記取付部材を取付ける部材取付部と、
　前記被取付部材を押さえるための傘形フランジと、
　前記傘形フランジの中央部から斜め下方外側に延びる一対の腕部と、
　上方外側から下方内側に延びる一対の脚部と、
　前記一対の脚部の上端部に、一対の係止段部と、
　前記一対の脚部の下端部を接続する脚連結部とを備え、
　前記一対の腕部の先端部は、それぞれ前記一対の脚部の中間部に接続され、
　前記一対の係止段部は、前記被取付部材の前記取付孔の下側縁部に位置し、
　前記傘形フランジの外周部と、前記一対の脚部の前記一対の係止段部との間に前記被取
付部材が取り付けられており、
　前記脚連結部は、一対の縦部分を有し、前記一対の縦部分の上端部を結合するように構
成されていることを特徴とする取付構造。
【請求項６】
　請求項５に記載の取付構造であって、
　前記クリップは、前記傘形フランジの中央部から下方に延びる軸部を備える取付構造。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の取付構造であって、
　前記一対の脚部の下端部を接続する脚連結部を備える取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のパネル等の被取付部材に、スポイラー、モール、トリム等の内装部
品を取付けるのに用いるクリップに関する。特に、被取付部材にパンチして孔明けしたの
と反対側から問題なく取り付けることが出来るクリップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動車のパネル等の被取付部材にスポイラー、モール、トリム等の装着部品を
取付けるのにクリップを用いる。このようなクリップは従来から多く提供され、脚部の形
状も多岐にわたっている。クリップの全体形状は、装着する取付部材の種類や形状によっ
て異なり、脚部の形状も異なる。
【０００３】
　ボディーパネル等の被取付部材の取付孔にトリム等の装着部品を取り付けるクリップは
、取付孔に挿入する脚部を備え、この脚部は、支柱と、この支柱の先端部側から両側に張
り出した弾性爪とを備える。脚部は、被取付部材の取付孔に挿入され、弾性爪が被取付部
材の裏面側において、取付孔の周囲に係合して取り付けられる。
【０００４】
　被取付部材から装着部品を取り外す場合は、脚部の外径が小さくなるように脚部を内側
に押圧し、脚部に保持力を超える抜去力を加え、取付孔の周囲に対する弾性爪の係合を外
して、脚部を取付孔から抜去る。
【０００５】
　クリップを取り付けるため、被取付部材にパンチされて孔明けされた取付孔の周囲には
、パンチされた側と反対側にバリが軸方向に平行に形成される場合が多い。
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　通常は、被取付部材にパンチされて孔明けされた取付孔に、パンチされた側と同じ側か
らクリップを取り付ける（順パンチ側）。クリップの脚部は、通常は先端側が細くなって
いるので、細くなった脚部の先端側はバリに接触せず、クリップは正常に取り付けること
が出来る。
【０００６】
　しかし、自動車のバックドア等の両面に装飾が施された被取付部材にクリップを取付け
る場合は、被取付部材の取付孔に、パンチされた側と逆側（逆パンチ側）からクリップを
取り付ける場合がある。
　取付孔に逆パンチ側からクリップを取り付けると、クリップの太くなった脚部の根元側
に、取付孔の周囲から軸方向に突出したバリが食い込み、正常に組み付けられないことや
、組み付けるのに過大な荷重が必要な場合がある。
　また、クリップの取付後は、高い抜去力を得にくく、容易に外れてしまう場合もある。
【０００７】
　特許文献１は、ヘッドと、ヘッドに連結された可撓性の固定翼（リテーナウィング）と
、固定翼に沿ってスライド可能なガイドリングを備えたファスナー（クリップ）を開示す
る。固定翼にはガイドスロットが形成され、ガイドリングは、ガイドスロットに沿ってス
ライド可能な追従アームを有する。ガイドリングは、ファスナーが構成部品（被取付部材
）の孔（取付孔）に挿入されるにつれ、固定翼に沿ってスライドし、固定翼を内側に撓ま
せる。
　特許文献１のファスナーは、高い保持力を提供するとともに、挿入力が低減されるとし
ている。
　特許文献１のファスナーは、ガイドリングを有するので、取付孔にパンチしたのと反対
側からファスナーを取り付ける場合にも、挿入荷重が低減され、組み付けが容易であると
予想される。
【０００８】
　しかし、このファスナーは２部品からなる。構成部品にファスナーを取り付ける前に、
振動、別の部品との接触により、ガイドリングが、ファスナーから外れる恐れがある。そ
のため、ファスナーの輸送、保管時の取扱いに注意する必要がある。
【０００９】
　特許文献２は、相手部材（被取付部材）に貫通している取付孔にアンカー（脚部）を挿
入することで、相手部材に取り付けられるクリップを開示する。アンカーが、軸線に沿っ
て分割されていると共に、互いに交差する方向へ傾斜可能な少なくとも一対の支柱と、こ
れらの支柱に個別に結合された弾性爪とを備えている。アンカーを相手部材の取付孔に挿
入して、弾性爪を取付孔の縁周辺に係合させることで、相手部材に対するアンカーの保持
力が得られる。
【００１０】
　クリップを取付ける場合は、アンカーを相手部材の取付孔に挿入すると、アンカーの弾
性爪が支柱との結合部を支点として、内方向に撓みながら取付孔を通過して、弾性爪の係
合面が取付孔の縁周辺に係合する。
　クリップを取り外す場合は、アンカーに規定値を超える抜去力が加えられると、両支柱
が互いにすれ違って交差するように傾倒する。この結果、取付孔の縁周辺に対する弾性爪
の係合が外れ、アンカーを抜取ることが出来る。
　特許文献２のクリップは、両弾性爪が取付孔の縁により削り取られることがなく、クリ
ップを繰り返し使用しても、アンカーの保持力が維持されるとしている。
【００１１】
　特許文献２のクリップは、アンカーに保持力を超える抜去力が加わると、両支柱が互い
にすれ違って交差するように傾倒する。この構造では、アンカーを無理なく抜取ることが
出来るが、高い抜去力を得るのが難しく、必要な保持力を得られないという問題がある。
　また、特許文献２のクリップは、取付孔にパンチした側と反対側からクリップを取り付
ける場合には、通常のクリップと同様に、バリにより組み付けが困難になると予想される
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。
【００１２】
　そのため、自動車のパネル等の被取付部材にスポイラー、モール、トリム等の内装部品
を取付けるため、被取付部材に取付孔をパンチしたのと反対側からクリップを取り付ける
場合にも、取付孔のバリの影響を受けずに、確実に取り付けることが出来るクリップが求
められていた。
　また、取り付け後は、抜去力が高く、十分な保持力が得られるクリップが求められてい
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特表２０１３－５０９５５６号公報
【特許文献２】特開２０１２－１１２４６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、本発明の目的は、被取付部材に取付孔をパンチしたのと反対側からクリップを
取り付ける場合にも、バリの影響を受けず、確実に取付けることの出来るクリップを提供
することである。
　また、本発明の別の目的は、取り付け後は、抜去力が高く、十分な保持力が得られるク
リップを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この目的を達成するため、本発明のクリップの脚部は、傘形フランジとの接続部を支点
として、外側と内側に動くことが出来る。腕部の先端部が脚部の中央部を支持し、脚部の
上部と下部は腕部の先端部を支点として外側と内側に動くことが出来る。
　また、脚部の下部の先端部は脚連結部で相互に連結され、脚部の下部が外側と内側に動
きすぎないように制限している。
【００１６】
　本発明の第１の態様は、取付部材を取付孔を有する被取付部材に取り付けるためのクリ
ップであって、
　前記取付部材を取付ける部材取付部と、
　前記被取付部材を押さえるための傘形フランジと、
　前記傘形フランジの中央部から斜め下方外側に延びる一対の腕部と、
　前記一対の腕部の先端部から、上方外側と、下方内側に延びる一対の脚部と、
　前記一対の脚部の上端部に一対の係止段部とを備えている、ことを特徴とするクリップ
である。
【００１７】
　傘形フランジの中央部から斜め下方外側に延びる一対の腕部と、各腕部の先端部から、
上方外側と、下方内側に延びる一対の脚部とを備えると、一対の腕部が撓み、各脚部は、
各腕部の先端部に接続された中央部を支点として、上部と下部が逆方向に撓むことが出来
る。
【００１８】
　更に、前記傘形フランジの中央部から下方に延びる平板状の軸部を備えることが好まし
い。
【００１９】
　傘形フランジの中央部から下方に延びる軸部を備えると、クリップは中心軸に沿って補
強される。
【００２０】
　前記一対の脚部の下端部を接続する脚連結部を備えることが好ましい。
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【００２１】
　脚部の下端部を接続する脚連結部を備えると、脚部の下端部は外側に広がり過ぎないよ
うに保持される。
【００２２】
　前記脚連結部は、一対の縦部分と、前記一対の縦部分の上端部を結合する湾曲部分とを
有することが好ましい。
【００２３】
　脚連結部が、一対の縦部分と、一対の縦部分の上端部を結合する湾曲部分とを有すると
、脚部の下端部は、ある程度内側と外側へ移動することが出来る。
【００２４】
　前記脚連結部は、前記一対の縦部分と、前記湾曲部分との間に、前記縦部分、及び、前
記湾曲部分より太い連結部太部分を有することが好ましい。
【００２５】
　脚連結部が、縦部分と、湾曲部分との間に、縦部分、及び、湾曲部分より太い連結部太
部分を有すると、脚部の下部が相互に近づこうとした場合に、連結部太部分が脚部の下部
に当接し、脚部の下部が内側に動きすぎないように規制する。
【００２６】
　前記一対の腕部は、中間部に他の部分より太い腕部太部分を有することが好ましい。
【００２７】
　腕部が、中間部に他の部分より太い腕部太部分を有すると、クリップが中心軸から横方
向に大きく移動したとき、腕部太部分が軸部に当接し、クリップの偏り過ぎを規制する。
【００２８】
　前記部材取付部は、
　頭部と、前記頭部の下方に位置し、前記頭部より小さい外径を有する首部と、
　前記首部の下方に位置し、前記首部より大きい外径を有する取付フランジと、を有する
ことが好ましい。
【００２９】
　部材取付部が、頭部と首部と取付フランジとを有すると、クリップを取付部材に取り付
けることが出来る。
【００３０】
　本発明の第２の態様は、クリップにより取付部材を、取付孔を有する被取付部材に取り
付けた取付構造であって、
　前記取付部材を取付ける部材取付部と、
　前記被取付部材を押さえるための傘形フランジと、
　前記傘形フランジの中央部から斜め下方外側に延びる一対の腕部と、
　上方外側から下方内側に延びる一対の脚部と、
　前記一対の脚部の上端部に、一対の係止段部とを備え、
　前記一対の腕部の先端部は、それぞれ前記一対の脚部の中間部に接続され、
　前記一対の係止段部は、前記被取付部材の前記取付孔の下側縁部に位置し、
　前記傘形フランジの外周部と、前記一対の脚部の前記一対の係止段部との間に前記被取
付部材が取り付けられたことを特徴とする取付構造である。
【００３１】
　前記クリップは、前記傘形フランジの中央部から下方に延びる軸部を備えることが好ま
しい。
【００３２】
　前記一対の脚部の下端部を接続する脚連結部を備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、被取付部材に取付孔をパンチしたのと反対側からクリップを取り付け
る場合にも、バリの影響を受けず、確実に取付けることの出来るクリップを提供すること
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が出来る。
　また、抜去力が高く、十分な保持力が得られるクリップを提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態のクリップの斜視図である。
【図２】図１のクリップの別の方向から見た斜視図である。
【図３】図１のクリップの更に別の方向から見た斜視図である。
【図４】図１のクリップの上面図である。
【図５】図１のクリップの正面図である。
【図６】図１のクリップの底面図である。
【図７】図１のクリップの右側面図である。
【図８】図１のクリップの図７のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図９】図１のクリップの図７のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図１０】被取付部材の取付孔にクリップを挿入する段階の図７のＡ－Ａ線に沿った断面
図である。
【図１１】図１０のＣ部分の拡大図である。
【図１２】図１０の段階から更にクリップを挿入した段階の断面図である。
【図１３】図１２のＣ’部分の拡大図である。
【図１４】クリップの取付けが完了した段階の断面図である。
【図１５】被取付部材の取付孔からクリップを抜去る段階の断面図である。
【図１６】図１５の段階から更にクリップを抜去った段階の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施形
態によるクリップ10の斜視図である。図２はクリップ10を別の方向から見た斜視図であり
、図３は更に別の方向から見た斜視図である。図４はクリップ10の上面図、図５は正面図
、図６は底面図、図７は右側面図である。図８はクリップ10の図７のＡ－Ａ線に沿った断
面図であり、図９は図７のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
　本明細書では、クリップ10の形状を説明するのに図５、７の上方向を上方向、図５の横
方向を横方向、図７の横方向を幅方向という。
【００３６】
　クリップ10は、頂部に取付部材51に取り付けるための頭部11と首部12と取付フランジ13
とからなる部材取付部を有する。図２に示すように、頭部11は、薄い円板状の形状で、円
周部は少し薄くなっている。頭部11の上面と下面は、平面である。
　頭部11の下は、首部12である。首部12は短い円柱形である。首部12の外径は、頭部11の
外形より小さい。図２、図５に示すように、首部12の上下方向の中央部は、凹部12aが形
成され、断面が十字形の部分が残されている。こうして、首部12は軽量化されている。
【００３７】
　首部12の下は、ほぼ円板状の取付フランジ13である。取付フランジ13の上面と下面は、
平面である。取付フランジ13の外径は、頭部11の外径より大きい。取付フランジ13の外径
は、適宜設定することが出来る。クリップ10に取付部材に取り付けるときは、取付部材は
頭部11と取付フランジ13との間に挟まれる。
【００３８】
　クリップ10の頭部11と、首部12と、取付フランジ13とは、取付部材を取付けるための部
分であり、取付部材の取付孔等の形状により、頭部11と首部12と取付フランジ13の形状は
適宜変更することが出来る。
【００３９】
　取付フランジ13の下は、傘形フランジ14である。傘形フランジ14は、取付フランジ13の
下を周方向に延び、取付フランジ13の内周部近くから、傘形状に斜め下方に延びる。図８
に示すように、傘形フランジ14の板厚は、取付フランジ13と分岐する部分から外周部まで
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ほぼ一定である。傘形フランジ14の外径は、取付フランジ13の外径より大きい。傘形フラ
ンジ14の外径は、適宜設定することが出来る。
　クリップ10を被取付部材50に取り付けるときは、傘形フランジ14の外周部は被取付部材
50の上面に当接し、撓んで被取付部材50を上から押圧する。
【００４０】
　傘形フランジ14の中心部の下方には、平板状の軸部22が下方に延びる。図９に示すよう
に、軸部22は、横方向に薄く、幅方向と上下方向に一定の長さを有する。軸部22の幅方向
の長さは、被取付部材50の取付孔52の内径より小さい。
【００４１】
　傘形フランジ14の中心部の下方で、軸部22の横方向外側には、一対の腕部23が横方向斜
め下方に延びる。腕部23は、平らな板状で、幅方向に一定の長さを有する。図９に示すよ
うに、腕部23の断面は長方形である。腕部23の幅方向長さは、軸部22の幅方向長さより短
くなっている。腕部23の上下方向の長さは、軸部22の上下方向の長さより少し短くなって
いる。
【００４２】
　各腕部23の下部には、断面円形の腕部太部分23fが形成されている。腕部太部分23fは、
一定の断面で幅方向に延びている。クリップ10を被取付部材50の取付孔52に挿入するとき
、又は取付孔52から抜去るとき、クリップ10が横方向に偏る場合がある。そのような場合
に、腕部太部分23fが軸部22に当接し、クリップ10が横方向に大きく偏ることがないよう
に規制される。
　各腕部23は、腕部太部分23fの先で横方向外側に湾曲し、腕部23の先端部は、脚部24の
中央部につながっている。
【００４３】
　各腕部23の先端部から、脚部24が上方向外側と下方向内側に斜め方向に延びる。脚部24
は一対設けられる。図３、図９に示すように、一対の脚部24および一対の係止部25の外面
の断面は円弧状である。一対の脚部24および一対の係止部25の外面の断面の円弧を延長す
ると、図９の二点鎖線で示すように円形となる。
　一対の脚部24は、下方の先端部で細く、取付孔52の内径より小さい。上方の後端部で太
く、取付孔52の内径より大きい。一対の脚部24は、中央部分の外径が、取付孔52の内径と
等しくなっている。
　一対の脚部24は、下方の先端部で相互間の距離が近く、上方の後端部で相互間の距離が
遠くなっている。一対の脚部24の内面は、斜め上下方向と幅方向に延びる平面である。
【００４４】
　脚部24の先端部と後端部の中間部に、腕部23の先端部がつながっている。
　後端部の上方は、段が付いた係止段部24dである。係止段部24dの上方は、横方向に薄く
なって係止部25となっている。
　係止部25の外面は、被取付部材50の取付孔52の内径に適合するように、円弧状に湾曲し
ている。
【００４５】
　一対の脚部24の先端部近くは、脚連結部26で連結されている。脚連結部26は、脚部24の
先端部近くから上方に延びる一対の縦部分26vを有する。各縦部分26vは、幅方向と上下方
向に一定の長さを有する。脚連結部26は、一対の縦部分26vの上端部を円弧状の曲線で結
ぶ湾曲部分26hを有する。
　湾曲部分26hの中央部は、軸部22の下端部から少し下の位置にある。
【００４６】
　各縦部分26vと湾曲部分26hとの間には、断面円形の連結部太部分26fが形成されている
。連結部太部分26fは、幅方向に延びている。クリップ10を被取付部材50の取付孔52から
抜去るとき、連結部太部分26は、脚部24の下部に当接し、クリップ10の下部が内側に撓み
にくいように規制する。
　また、脚連結部26の縦部分26vの下部同士が接触し、クリップ10の下部が内側に撓みに
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くいように規制する。
【００４７】
（クリップの取付け）
　被取付部材50にパンチされて孔明けされた取付孔52に、パンチされた側と逆側からクリ
ップ10を取り付ける場合について説明する。
　取付部材（図示せず）は、頭部11と取付フランジ13との間に取り付けられる。
　図１０は、被取付部材50の取付孔52にクリップ10を挿入する段階の図７のＡ－Ａ線に沿
った断面図である。図１１は、図１０のＣ部分の拡大図である。図１２は、図１０の段階
から更にクリップを挿入した段階の断面図である。図１３は、図１２のＣ'部分の拡大図
である。図１４は、クリップ10の取付けが完了した段階の断面図である。
【００４８】
　図１０を参照する。まず、クリップ10の頭部11を矢印I'で示すように押し、クリップ10
の脚部24を被取付部材50の取付孔52に挿入していく。クリップ10の一対の脚部24の外面が
被取付部材50の取付孔52の内面の上縁部に当接して停止する。クリップ10の脚部24の当接
した位置での外径は、被取付部材50の取付孔52の内径とほぼ等しい。
【００４９】
　図１１は、図１０のＣ部分の拡大図である。被取付部材50の取付孔52は下側からパンチ
されたので、取付孔52の周囲には、上方向にバリ55が出ている。クリップ10の脚部24は、
上方に向かって広がるように傾斜している。被取付部材50の上面と、脚部24の外面との形
成する角度は、90°より小さいγである。脚部24の外面は、バリ55に接触しやすい。
【００５０】
　図１２は、図１０の段階から、クリップ10の頭部11を下方へ押し込んでいった段階であ
る。図１０の段階のクリップ10の形状を二点鎖線で示す。矢印Iで示すように、クリップ1
0の頭部11を下方へ押し込んでいく。
　一対の脚部24の上部は、矢印Uiで示すように内向きの力を受け、被取付部材50の取付孔
52により相互に近づくように内側に移動する。腕部23は、脚部24により押され、矢印Aiで
示すように内向きの力を受け、相互に近づくように内側に移動する。
【００５１】
　一対の脚部24の下部は、矢印Doで示すように外向きの力を受け、相互に遠ざかるように
外側に移動する。脚部24の下部の動きに伴い、一対の脚連結部26の縦部分26vは、矢印Co
で示すように外向きの力を受け、相互に遠ざかるように外側に移動する。
　一対の脚部24の上部は近づくが、下部は広がるので、クリップ10を下方へ押し込むのに
必要な押込力は、安定的に低荷重である。
【００５２】
　クリップ10を下方へ押し込んでいくにつれて、一対の脚部24が被取付部材50の取付孔52
の上縁部に当接する位置（接触点To）は、次第に脚部24の上方に移動していく。
　このように、一対の脚部24は、取付孔52の上縁部に当接する位置を境として、上部では
近づくように内側に移動し、下部では遠ざかるよう外側に移動する。
【００５３】
　図１３は、図１２のＣ'部分の拡大図である。被取付部材50の取付孔52の周囲には、上
方向にバリ55が出ている。脚部24の上部は内側に押されているので、被取付部材50の上面
と、脚部24の外面との形成する角度γ'は、γより大きくなり、90°に近づいている。そ
のため、図１１の状態と比較して、脚部24の外面は、バリ55に接触しにくくなっている。
【００５４】
　図１２の段階から、クリップ10の頭部11を更に下方へ押し込んでいく。一対の脚部24の
上部が更に内側に移動し、脚部24の係止段部24dが取付孔52の内部に入っていく。
　図１４は、クリップ10の取付けが完了した段階を示す断面図である。一対の脚部24の係
止段部24dが被取付部材50の取付孔52の下側に出て、外側に移動し、一対の係止部25が取
付孔52の内部に入っている。係止部25の外径は、取付孔52の内径に適合している。
【００５５】
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　傘形フランジ14は、被取付部材50の上面により上方に押され、撓んでいる。被取付部材
50は、傘形フランジ14の外周部の下面と、脚部24の係止段部24dとの間に挟まれて、クリ
ップ10の取付けが完了する。
　一対の脚部24の下部は、図１２の段階と同程度に外側に移動している。
　図１４の段階では、脚部24の係止段部24dが被取付部材50の取付孔52の周囲に係合して
いるので、クリップ10は容易には外れない。
【００５６】
（クリップの取外し）
　図１４の段階から、クリップ10を取外す手順について説明する。図１５は、クリップ10
を取外す中間段階の断面図である。
　被取付部材50の裏側にあるクリップ10の脚部24にアクセスできる場合は、一対の脚部24
の全体を両側から内側へ押圧する。脚部24の上部は、押圧されて内側へ移動する。一対の
腕部23は脚部24により押圧されて、内側へ移動する。
【００５７】
　脚部24の下部は、押圧されて内側へ移動する。脚連結部26の一対の縦部分26vは、相互
に近づいて当接すると、それ以上内側に移動しない。このとき、連結部太部分26fは、脚
部24の下部の内側に当接し、脚部24の下部がそれ以上内側に移動しないようにする。
　脚連結部26の一対の縦部分26vが、相互に当接した後は、一対の脚部24の上部は更に押
圧されて、内側に移動する。
【００５８】
　クリップ10の脚部24が、被取付部材50の裏側にあり、裏側から作業できない場合は、頭
部11と取付フランジ13の間に取付けられた取付部材を強く引張り、それにより矢印Pで示
すように、クリップ10の上部を強く上向きに引張ることにより、クリップ10を取外すこと
もできる。クリップ10の上部を強く上向きに引張ると、脚部24の上部には、内側下向きの
力Ujがかかる。脚部24の下部には、内側下向きの力Djがかかる。
【００５９】
　脚部24の下部は、内側へ移動する。脚連結部26の一対の縦部分26vは、相互に近づいて
当接すると、それ以上内側に移動しない。このとき、連結部太部分26fは、脚部24の下部
の内側に当接し、脚部24の下部がそれ以上内側に移動しないようにする。
　脚連結部26の一対の縦部分26vが、相互に当接した後は、一対の脚部24の上部は更に押
圧されて内側に移動する。
【００６０】
　脚連結部26の一対の縦部分26vが相互に当接し、一対の脚部24の下部はそれ以上内側に
移動できなくなるので、クリップ10を抜去るのに必要な力は高くなる。
【００６１】
　図１６は、クリップ10を更に引き抜いた段階の断面図である。脚部24の係止段部24dは
、更に内側に移動し、被取付部材50の取付孔52の内側に入っている。係止部25は、取付孔
52の上側に出ている。
　脚部24の係止段部24dが、被取付部材50の取付孔52の内側に入ると、脚部24は下方で外
径が小さくなっているので、後は力Pより小さい力P'で、容易にクリップ10を抜去ること
が出来る。このとき、取付孔52の内側により、脚部24の上部にかかる力Uj'は力Ujより小
さい。
【００６２】
　従来のクリップの一対の脚部は、下部が細く上部が太く、取付孔に脚部を押し込んでい
くと、下部を支点として、上部が内側に撓む。脚部の係止段部が取付孔の下面に係合して
クリップが取り付けられる。
　本発明の実施形態のクリップ10は、脚部24をその中間部で支持し、取付孔52に脚部24を
押し込むと、脚部24の上部が内側に撓み、下部は外側に撓む。脚部24の外面の傾斜角は、
被取付部材50の表面に対して90°に近くなり、被取付部材50の表面の取付孔52の周りにバ
リ55が出ていても、脚部24はバリ55に接触しにくくなる。
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　従来のクリップは、クリップを強く上方へ引っ張ることにより、脚部が外れる。
　本発明の実施形態のクリップ10は、クリップを強く上方へ引っ張る力がかかると、脚連
結部26の一対の縦部分26vが相互に当接し、脚部24の下部は、それ以上内側に移動しない
ようになっている。脚部24の上部を十分に撓ませて、クリップ10を引き抜かなければなら
ない。そのため、クリップ10の抜去り荷重は高い。
【００６４】
　本発明の実施形態のクリップ10は、従来のクリップと同様に、脚部24を被取付部材50の
取付孔52に押し込むだけで、容易に取り付けることが出来る。逆パンチ側からクリップ10
を取付けても、バリ55と干渉せず、安定してクリップ10を取り付けることが出来る。
　また、脚部24の下端部が相互に支え合う。その後、脚部24の下端部を支点として、脚部
24の上部が変形し、取付孔52から抜けるようになっている。
　そのため、クリップ10の取付け、抜去りを繰り返しても、抜去り荷重の低下は少なく、
安定して再利用することが出来る。
【００６５】
　クリップ10は、一体構造であり、部品を組み立てる手間がかからず、部品が外れる恐れ
もない。
　クリップ10を挿入するときは、腕部23の先端部が脚部24の中間部を支持し、脚部24の上
部があまり広がらないようになっていて、バリ55があっても脚部24の上部と干渉しにくい
。
　クリップ10を抜去るときは、脚部24の下端部を当接させ、下端部を支点として脚部24の
上部が移動することにより、十分な抜去力を得ることが出来る。
【符号の説明】
【００６６】
10　クリップ
11　頭部
12　首部
12a　凹部
13　取付フランジ 
14　傘形フランジ 
22　軸部
23　腕部
23f　腕部太部分
24　脚部
24d　係止段部
25　係止部
26　脚連結部
26f　連結部太部分
26v　縦部分
26h　湾曲部分
50　被取付部材
52　取付孔
55　バリ
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